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１．障害福祉サービスにおける共通的事項 

 

 医療連携体制加算 

（医療連携体制加算の算定の考え方①） 

問１ 医療連携体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）は「医療機関等との連携

により、看護職員を事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者等に対

して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係

る指導を行った場合」加算されるものとなっているが、事業所等が看

護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるのか。 

（答） 

○ 事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導

を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合において 

も、医師の指示に基づいて行われる必要がある。 

  なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護

師又は准看護師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指

導を行った場合についても加算の対象となるが、その場合は当該業務に係

る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数には含めないこと。 
（平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆ＡVOL.2（平21.4.30）問1-3の一部改正） 

 

（医療連携体制加算の算定の考え方②） 

問２ 事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀

痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）が算定さ

れるのか、それとも医療連携体制加算（Ⅳ）が算定されるのか。 

（答） 

○ 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算（Ⅳ）ではな

く、医療連携体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する。ただし、この場合に

おいても、１名の看護職員につき医療連携体制加算（Ⅱ）が算定できる利

用者は８名までとし、１名の看護職員が８名を超える利用者に対し喀痰吸

引等を行う場合は、８名を超える分の利用者については医療連携体制加算

（Ⅳ）を算定すること。 

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護

師又は准看護師の資格を有する者が喀痰吸引等を行った際に、医療連携体

制加算（Ⅱ）及び（Ⅳ）を算定する場合は、当該喀痰吸引等の業務のうち

医療連携体制加算（Ⅱ）の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の

時間数に含めることはできないが、医療連携体制加算（Ⅳ）の算定に係る

勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることができる。 
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２．共同生活援助及び宿泊型自立訓練 

 

夜間支援等体制加算 

（夜間支援等体制加算の算定方法①） 

問３ 夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び夜間支援等体制加算（Ⅱ）について

は、１人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応

じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異

なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。 

また、夜間支援等体制加算（Ⅰ）又は夜間支援等体制加算（Ⅱ）を

算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援

体制の内容に変更が生じ、１人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支

援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い

如何。 

 

（答） 

○ あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月

の中でも日単位で夜間支援等体制加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定し（例①）、

また、夜間支援従事者の配置数の違いにより異なる夜間支援対象利用者数

の区分の報酬を算定する（例②）ことが可能である。 
（例①）夜間支援対象利用者数を５名として届け出ている共同生活住居の利用者Ａ

氏に対し、５月１日は１人の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行

われ、５月２日は１人の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ

た場合 

５月１日：夜間支援対象利用者数５名の夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定 

５月２日：夜間支援対象利用者数５名の夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定 

 （例②）夜間支援対象利用者数を８名として届け出ている共同生活住居の利用者Ｂ

氏に対し、５月１日は１名の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行

われ、５月２日は２名の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ

た場合 

５月１日：夜間支援対象利用者数８名の夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定 

５月２日：夜間支援対象利用者数４名の夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定 

  なお、（例②）の場合、国民健康保険団体連合会での事務点検においては、事業所

台帳に登録されている夜間支援対象利用者数と異なる区分のサービスコードの請求

に対して、「PB46（受付：台帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求で

す）」の警告が発生するため、その際は市町村での審査において確認されたい。 

※ 夜間支援対象利用者数は、現利用者数ではなく、前年度の平均利用者数等か

ら算出する。また、複数の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合の夜間支援対

象利用者数は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に

応じて算定する。 

（例）夜間支援対象利用者数を７名として届け出ている共同生活住居において、夜

間支援従事者Ａが５名、夜間支援従事者Ｂが２名を夜間支援している場合、Ａ
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の夜間支援を受けた利用者は５名の夜間支援等体制加算を算定し、Ｂの夜間支

援を受けた利用者は２名以下の夜間支援等体制加算を算定する。（留意事項「

夜間支援等体制加算の取扱い」参照のこと。） 

 

 また、入居定員又は夜間支援従事者の配置数の変更などによって、あら

かじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制の内容に変更が生じた

場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、その届出が

毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には

翌々月から、新たに届出がなされた夜間支援体制に基づく報酬単価を適用

する。 

なお、入居定員を変更する場合は、前年度の平均利用者数に定員の変更

分の90％を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。 

また、夜間支援等体制加算の条件を満たさなくなった場合のほか、単に

夜間支援従事者を夜勤から宿直に変更する場合や夜間支援従事者の数を

減らす等により同一月内において算定される単位数が減少する夜間支援

体制の内容の変更の場合（同一月内において算定される単位数が増加する

日及び減少する日が混在する場合は除く。）には、当該日より、加算を算

定しない又は減少することとする。 
（平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するＱ＆Ａ（平26.4.9）問20の一部改正） 

 

 

（夜間支援等体制加算の算定方法②） 

問４ 日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場

合、システム上どのように請求すればよいか。 

 

（答） 

○ 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用して

いる事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照さ

れたい。なお、当該簡易入力システム以外のシステムを使用している場合

は、システムによって仕組みが異なるため、当該システムの販売元に確認

されたい。 

 

  ※ 国民健康保険中央会が提供している簡易入力システムについては、

平成27年６月末をめどに再改修を行うこととしており、再改修後の簡

易入力システムでは別添の手順によらなくても自動的に適切な請求が

可能となる予定である。 

再改修後の簡易入力システムは改修が済み次第、同中央会から提供

され、７月の報酬請求時から利用可能となる見込みなのでご留意願い

たい。 


